
報道関係者 各位

初めて外国人労働者の労働災害発生状況を公表します
～県内の外国人労働者の死傷者数は増加傾向～

６月は外国人雇用啓発月間です。そこで、熊本労働局（局長 金成 真一）では、外国人労
働者の安全衛生の確保を図るため、県内の令和元年から令和６年までの外国人労働者による労
働災害発生状況（労働者死傷病報告（休業４日以上、新型コロナウイルス感染症を除く）に
よる統計値）をとりまとめましたので公表します。

【ポイント】

◆ 外国人労働者の死傷者数は、増加傾向である。但し、令和６年は減少に転じた。また、死亡
労働災害も令和４年と令和６年に１人ずつ発生している。（グラフ１、表１及び２参照）

◆ 令和６年の全産業に占める外国人被災者の割合は2.4％であり、令和元年（0.６％）に
比べ４倍に増加している。（グラフ１、表１参照）

◆ 業種別では、多い順に製造業92人、建設業58人、農林業21人等となっている。（表１参
照）

◆ 国籍別では、多い順にベトナム87人、インドネシア42人、フィリピン24人、中国（香港などを
含む）23人等となっている。（グラフ２参照）

◆ 在留資格別では、技能実習が123人と最も多く半数以上（54％）を占めている。（グラフ３
参照）

◆ 年齢別では、20代が128人（56％）と最も多く、30代までで８割強（83％）を占めてい
る。（グラフ４参照）

◆ 男女別では、男性160人（70％）、女性67人（30％）となっている。（グラフ５参照）

◆ 事故の型別では、多い順に「はさまれ・巻き込まれ」54人、「切れ・こすれ」36人、「転倒」29
人、「動作の反動・無理な動作」24人、「墜落・転落」18人等となっている。（グラフ6参照）
※「動作の反動・無理な動作」には、主に腰痛が該当します。

◆ 経験期間別では、１年未満が99人と43％を占め、３年未満では８割弱（78％）
を占めている。（グラフ７参照）

熊本労働局では、上記の労働災害発生状況を踏まえ、裏面の取組を推進していきます。

※外国人雇用啓発月間については、5月29日（木）の厚生労働省の記者発表をご覧ください。
（次のURL及び右の2次元コードからアクセスできます。）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html
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【今後の取組】

➢ 外国人労働者の死傷者数は増加傾向であり、その約４割が経験期間１年未満
で被災していることから、各事業場における雇い入れ時の安全衛生教育等が十分
にできていない状況がうかがえるため、熊本労働局及び各労働基準監督署では、
別紙の厚生労働省が作成した外国語に翻訳した安全衛生教育教材を使うなど外
国人労働者にも理解しやすい方法で教育を行うよう、引き続き周知・指導を行って
まいります。

※別紙以外の参考資料については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
（次のURL及び右の2次元コードからアクセスできます。）

●外国人労働者安全衛生管理の手引き
●外国人労働者による労働災害防止のための表示（イラスト・注意喚起文）

➢ 就業制限業務に必要な資格取得を促進するため、県内の外国人労働者に対応
している教習機関についても周知を行っていきます。
詳しくは、熊本労働局ホームページ（熊本労働局＞各種・法令・手続き＞安全衛
生関係＞登録教習機関講習日程のご案内）に掲載している『外国人受講者対
応教習機関リスト』をご覧ください。
（次のURL及び右の2次元コードからアクセスできます。）

※就業制限業務とは、労働安全衛生法第61条に規定されている技能講習等の一定の資
格を有した者でなければできない特定の危険業務のことです。例えば、玉掛け、
フォークリフトの運転、小型移動式クレーンの運転、ガス溶接等です。

➢ 全国安全週間準備期間中の令和7年6月27日（金）の労働局長安全パトロー
ルにおいて、パトロール企業先の外国人労働者に対する安全衛生教育等の実施
状況を確認予定です。
 なお、本パトロールについては、６月23日にプレスリリースを行う予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000

186714.html

https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/_108961.html

イラスト・注意喚起文を組み合わせた例
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グラフ１ 外国人労働者の労働災害発生状況の推移

全産業（外国人被災労働者数）

全産業に占める外国人被災者

の割合

表１ 外国人労働者の業種別労働災害発生状況
被災者情報 R元年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 合計

全産業の被災者数 1,972 1,998 1,990 2,021 2,031 2,036 12,048

うち外国人労働者の
被災者数 11 20 43 41 63 49 227

全産業に占める外国
人被災者の割合 0.6% 1.0% 2.2% 2.0% 3.1% 2.4% 1.9%

業
種
別
内
訳

製造業 7 5 16 16 23 25 92

建設業 1 6 10 8 21 12 58

農林業 3 6 2 7 3 21

畜産水産業 1 2 2 3 6 4 18

商業 1 2 2 2 2 1 10

保健衛生業 1 1 3 1 6

接客娯楽業 1 3 1 5

その他の業種 1 6 4 3 3 17

表２ 外国人労働者の死亡災害発生状況 （令和元年から令和6年まで）       

№ 発生年 年令 性別 業 種 事故の型 起因物 発 生 状 況

1 R4年 20代 男
土木工事
業

激突され 立木等

会社所有の土場において、胸高直径約３９センチメー
トルの立木をチェンソーで伐木作業していたところ、伐
木中の立木が突然縦方向に裂け、途中から折れた立
木が激突したもの。

2 R6年 20代 男
金属製品
製造業

崩壊・倒
壊

クレーン

被災者は天井クレーン（５トン共吊用）の５トンホイスト
を操作し、Ｈ鋼（長さ約１１メートル、重さ約４トン）を
ショットブラストマシーンの送材機に載せる作業を一人
で行っていたが、天井クレーンの吊りクランプがＨ鋼に
引っ掛かり、送材機の上で作業していた被災者が倒れ
てきたＨ鋼と共に送材機下（約９０センチメートル）に落
下し、Ｈ鋼の下敷きとなったもの。
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インドネシア, 42人, 18%フィリピン, 24人, 11%

中国（香港等を含

む）, 23人, 10%

ネパール, 11人, 5%

ミャンマー, 11人, 5%

カンボジア, 9人, 4%

タイ, 5人, 2%

その他, 15人, 7%

グラフ２ 外国人労働者の国籍別労働災害発生状況（R元～R6年）

外国人被災
労働者計
227人

技能実習, 123人, 54%

専門的・技術的分野, 28人, 12%

特定技能, 26人, 12%

永住者, 16人, 7%

特定活動, 7人, 3%

定住者, 7人, 3%

その他, 20人, 9%

グラフ３ 外国人労働者の在留資格別労働災害発生状況（R元～R6年）

外国人被災
労働者計
227人



男, 160人, 70%

女, 67人, 30%

グラフ５ 外国人労働者の男女別労働災害発生状況（R元～R6年）

外国人被災
労働者計
227人

10代, 14人, 6%

20代, 128人, 56%

30代, 47人, 21%

40代, 23人, 10%

50代, 11人, 5%

60歳以上, 4人, 2%

グラフ４ 外国人労働者の年齢別労働災害発生状況（R元～R6年）

外国人被災
労働者計
227人



はさまれ・巻き込まれ, 54人, 24%

切れ・こすれ, 36人, 16%

転倒, 29人, 13%動作の反動・無理な動作, 24人, 11%

墜落・転落, 18人, 8%

激突され, 17人, 7%

飛来・落下, 16人, 7%

崩壊・倒壊, 8人, 4%

交通事故（道路）, 7人, 3%

高温・低温の物との接触, 6人, 3%

激突, 5人, 2%

踏み抜き, 1人, 0%

交通事故（その他）, 1人, 0%
その他, 5人, 2%

グラフ６ 外国人労働者の事故の型別労働災害発生状況（R元～R6年）

外国人被災
労働者計
227人

１年未満, 

99人, 43%

１年以上３年未満, 

79人, 35%

３年以上５年未満, 

22人, 10%

５年以上10年未満, 

23人, 10%

10年以上, 

4人, 2%

グラフ７ 外国人労働者の経験期間別労働災害発生状況（R元～R6年）

外国人被災
労働者計
227人



厚生労働省は、外国人の方にも理解しやすい安全衛生教育教材を作成しています。外国人労働
者の労働災害防止にお役立てください。

外国人労働者向け安全衛生教育教材
を労働災害防止にご活用ください

（R5.9）

最大14言語・幅広い業種等に対応しました

外国人労働者が技能講習時に専門的用語を理解しやすいよう、技能講習別の補助教材を作成しています。

▶教材はこちらから https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11114.html

技能講習補助教材

未熟練労働者は、作業に慣れておらず、危険を把握・察知する能力が身についていません。労働災害を
防止するには、雇い入れ時や作業の内容が変わる時点などでの安全衛生教育が重要です。これらの安全
衛生教育に役立つよう、業種別（製造業、陸上貨物運送事業、商業など）の教材を作成しています。

▶教材はこちらから https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

例）安全な服装のマニュアル：14言語対応
（画像は、日本語・スペイン語・中国語）

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

初めて安全衛生を学ぶ方にも理解できるよう、業種共通と業種・作業別の視聴覚教材
（マンガ・動画教材）を作成しています。

▶教材はこちらから https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/kyozaishiryo.html
▶動画教材（YouTube）のチャンネル登録はこちらから https://www.youtube.com/user/MHLWanzenvideo/

マンガ・動画教材

例）転倒防止の注意：14言語対応（画像は、日本語・英語・ベトナム語）

例）講習用パワーポイント（フォークリフト運転）：14言語対応 （画像は、日本語・英語・ベトナム語）

kondoukn
フリーテキスト
別紙
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